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問い合わせ先 
役場福祉事務所子育て支援係

☎（86）1146

児
童
手
当
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　
児
童
手
当
制
度
が
令
和
６
年
10 
月

分
（
12
月
支
給
分
）
か
ら
変
わ
り
ま

す
。
改
正
内
容
は
下
の
表
の
と
お
り

で
す
。

　

次
の
か
た
は
手
続
き
が
必
要
で

す
。
必
要
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
期
限
ま
で
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
子
ど
も
の
住
所
が
長
島
町
に
な
い

場
合
な
ど
、
必
要
書
類
の
送
付
が
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

改正前（令和 6 年 9 月分まで） 改正後（令和 6 年 10 月分から）

支給対象 中学校終了までの国内に住所を有する児童
（15 歳到達後の最初の年度末まで）

高校生年代までの国内に住所を有する児童
（18 歳到達後の最初の年度末まで）

手当
月額

3 歳未満 15,000 円　　　 15,000 円

第 3 子以降
30,000 円

3 歳から
小学校修了まで 　 10,000 円 第 3 子以降

15,000 円 10,000 円

中学生 10,000 円 10,000 円
高校生年代 なし 10,000 円

所得制限 　　　所得制限あり 　　　所得制限なし

支給期月 年 3 回（2 月、6 月、10 月） 年 6 回
（2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月）

多子加算のカウント 親などの経済的負担がある
18 歳年度末までの子

親などの経済的負担がある
22 歳年度末までの子

①
中
学
生
以
下
の
児
童
を
養
育
し
て
お
ら
ず
、
高
校
生
年

代
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
か
た

②
所
得
上
限
限
度
額
超
過
で
児
童
手
当
（
特
例
給
付
）
の

支
給
対
象
外
で
あ
る
か
た

③
新
た
に
多
子
加
算
の
対
象
と
な
る
18
歳
年
度
末
以
降
22

歳
年
度
末
ま
で
の
子
ど
も
と
高
校
生
年
代
ま
で
の
児
童
の

合
計
人
数
が
３
人
以
上
の
か
た

【
公
務
員
】

　
子
ど
も
の
保
護
者
が
公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務
先
（
所

属
庁
）
が
児
童
手
当
の
手
続
き
先
で
す
。
問
い
合
わ
せ
な

ど
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
先（
所
属
庁
）へ
お
願
い
し
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
活
性
化

　

一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
で
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広

報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事

業
収
入
を
財
源
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
令
和
６
年
度
、
こ
の
助
成
金
を
受

け
て
、
城
川
内
自
治
公
民
館
で
は
鉦

踊
り
の
備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
地
域
に
根
差
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
活
性
化
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
企
画
財
政
課
企
画
調
整
係　
　

　
☎（
86
）１
１
３
４［
直
通
］

※備品には、シールを貼り付けています。※備品には、シールを貼り付けています。


